みやき町児童育成支援拠点事業業務委託
公募型プロポーザル実施要領

１ 目的
本業務は養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、児童の最善の利益の保障と健全な育成を図ることを目的として実施するものである。

２ 業務の概要	
（１）名称		「みやき町児童育成支援拠点事業」
（２）場所		みやき大字中津隈1988番地（みやき町多世代交流センター）
（３）内容別紙	「みやき町児童育成支援拠点事業業務委託仕様書」のとおり
（４）履行期間	令和８年７月１日から令和９年３月３１日まで
（５）提案上限額	9,416,800円
なお、この上限額は業務提案のために提示した額であり、契約金額ではない。（優先交渉権者との協議により、契約金額を設定する。）

3 参加資格
本事業への参加資格を有する者は次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
①非営利団体（社会福祉法人、NPO法人等）（以下「法人等」という。）であって、当該事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者とする。
②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
③会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
④みやき町暴力団排除条例第２条第4項の規定に該当しないもの。
⑤国税及び地方税を滞納していないこと。

４ 契約締結までの全体スケジュール
	項目
	日程

	公募開始、説明会受付開始
	令和８年３月２７日（金）

	説明会受付締切
	令和８年４月１６日（木）

	説明会、質問受付開始
	令和８年４月２０日（月）

	質問受付締切
	令和８年４月２４日（金）

	質疑の回答期限
	令和８年４月２９日（水）

	参加表明書類の提出期限
	令和８年５月　１日（金）

	参加表明結果通知書の送付
	令和８年５月１２日（火）

	企画提案書の提出期限
	令和８年５月２０日（水）

	審査委員会の実施
	令和８年５月２７日（水）予定

	審査結果通知書の送付
	令和８年６月　３日（水）予定

	契約締結
	令和８年６月上旬


※上記日程は変更する場合があるため、変更する場合は参加者全員に通知する。

５ 参加手続き等
（１）参加表明書類の提出
　　　参加を表明する者は、参加表明書とともに以下の添付書類を提出し、参加資格審査を受けるものとする。
	①提出書類
	・プロポーザル参加申込書（様式第１号）
　　・法人の登記事項証明書
　　・当該法人の定款又は寄付行為の写し、規約その他これらに準ずる書類（任意様式）
　　・法人の概要（様式第２号）
　　・役員の氏名・住所一覧表（様式第３号）
　　・組織の運営体制に関する書類（組織図など）
　　・決算に関する次に示す書類（直近２か年度分：設立１年未満は１か年分）
　　　■法人のうち特定非営利活動法人以外の法人
　　　　ⅰ）貸借対照表又はこれに準ずる書類
　　　　ⅱ）損益計算書又はこれに準ずる書類
　　　　ⅲ）事業報告書又はこれに準ずる書類
　　　■法人のうち特定非営利活動法人
　　　　ⅰ）財産目録
　　　　ⅱ）貸借対照表
　　　　ⅲ）活動計算書
　　・誓約書兼照会承諾書（様式第４号）
　・会社概要（最新のもの。パンフレット等の使用も可とする。）
	②提出先
	　みやき町子育て福祉課（中原庁舎内）	
③提出方法
	　持参又は郵送
※郵送の場合は配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とし、期間内に必着
とする。
	④提出期限
	　令和８年５月１日（金）１７：００必着
	⑤提出部数
	　各１部

（２）企画提案書等の提出
　　　参加資格審査の結果、参加資格を有すると認められた者は、提案書等の書類を下記のとおり提出すること。
①提出書類
	・企画提案書（様式第５号）
	・企画書（自由様式。ただし、A4版の両面で10頁以内とする。）
	・価格提案書（様式第６号）
	②提出先
	　みやき町子育て福祉課（中原庁舎内）
	③提出方法
	　持参又は郵送
	　持参の場合は、休日を除く午前9時から午後5時までとする。
郵送の場合は配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とし、期間内に必着とする。
	④提出期限
	　参加資格審査結果通知到着後～令和８年５月２０日（水）１７：００必着
⑤提出部数
	・企画提案書の様式は、Ａ４用紙により作成し、両面印刷とする。
・「提出書類」をひとまとめにした企画提案書等を「正本」として1部作成し、社
名を記載した表紙を添付すること。
	・「副本」を７部作成し、「正本」とあわせて提出すること。
	⑥その他
	・提出後の提案書及び添付資料の変更、差し替え等は認めない。
	・提出された提案書及び添付資料は返却しない。
	・提案書及び添付資料の記載事項は、原則として全て履行しなければならない。
	・見積書の消費税及び地方消費税の税率は、10％で積算するものとする。

６ 最優秀者（優先交渉権者）の選定方法等
（１）実施方針
　　　最優秀者（優先交渉権者）の選定にあたり、みやき町児童育成支援拠点事業プロポーザル選定委員会（以下、委員会）を設置し、公募型プロポーザルを実施する。
（２）書類審査等（第一次審査）
　　　原則として、参加者が4者を超えた場合は、提出書類の内容で審査を行い、上位4者を先行します。参加者が4者以下の場合は、提出書類の内容を審査した上で、第二次審査の対象とします。
（３）プレゼンテーション等（第二次審査）
　　　「プレゼンテーションの評価基準」に基づき、企画提案の内容、プレゼンテーション、質疑応答の内容などを総合的に審査する。
1 実施日
　　　令和８年５月２７日（水）
　　②出席者
　　　3名以内とする。
　　③所要時間
　　　プレゼンテーションに要する時間は概ね30分（説明20分、質疑応答10分）程度とする。ただし、提案者数に応じてプレゼンテーションの時間配分等を調整することがある。
　　④注意事項
　　　審査の内容は提出された提案書の説明（プレゼンテーション）及び質疑応答（ヒアリング）とする。審査は非公開とする。
　　・プレゼンテーションの内容は、提出された提案書のみを使用すること。
　　・プレゼンテーションに関する機材について、パソコン、プロジェクター、スクリーンを協議会で準備する。ただし、パソコンについては、持ち込み可とする。
（４）最優秀者（優先交渉権者）及び次点者の特定
　　　採点は１提案者に対して審査員がそれぞれ「プレゼンテーションの評価基準」に基づいて行い、合計得点が高い順に最優秀者（優先交渉権者）及び次点者を１者特定することとする。
（５）選考結果等の通知及び公表
　　　参加資格審査結果は、電子メール及び書面により通知する。
　　　プレゼンテーションの結果は、プレゼンテーション要請者に文書で通知することとし、優先交渉権者はみやき町ホームページで公表する。また、参加者は自らの選考結果について、通知日から起算して7日以内（土日祝日を除き午前9時から午後5時まで）に書面により事務局に説明を求めることができる。

７　手続き
（１）説明会
　　　①説明会受付期間
　　　　令和８年３月２７日（金）～令和８年４月１６日（木）
　　　②説明会
　　　　令和８年４月２０日（月）
（２）業務仕様書、企画提案書、添付書類等に関する質疑
　　　①受付期間
　　　　令和８年４月２０日（月）～令和８年４月２４日（金）
　　　　午前９時から午後５時まで
　　　②提出書類
　　　　質問書（様式第７号）
　　　③質問方法
　　　　電子メールとし、送信に当たっては、表題を「みやき町児童育成支援拠点事業についての質問」とすること。また、電話にて受信の確認を行うこと。
（e-mail：kosodatefukushi@town.miyaki.lg.jp）
　　　④回答期限
　　　　令和８年４月２９日（水）
	⑤回答方法
　　　　質疑に対する回答は、みやき町ホームページにて公表する。なお、本業務に直接関係のある質問のみに回答を行うものとし、審査に関する質問については回答しない。
（３）辞退について
　　　いかなる段階であっても、辞退をする場合は、辞退届（様式第８号）により届け出ること。
８　評価基準等
（１）プレゼンテーションの評価基準
	項目
	審査項目
	配点

	Ⅰ．業務実施方針
	・本業務内容への理解
	10

	Ⅱ．運営体制
	・業務履行の組織体制
・施設の運営方針等
・類似業務の運営実績
	10
５
５

	Ⅲ．業務の企画、運営
	・安全・安心な居場所の提供
・生活習慣の形成
・学習支援、課外活動の提供
・食事の提供
・関係機関との連携
・保護者への情報提供、相談支援
・送迎支援
・衛生管理
・事故防止と対応
・防災・防犯対策
	５
５
５
５
５
５
５
５
５
５

	Ⅳ．事務処理方針
	・個人情報の取扱
・町との情報共有
	５
５

	Ⅴ．業務経費
	・業務経費の見積り
	10

	合計
	100点


（２）審査点数が同点の場合の特定者決定方法及び最低点数の設定について
　　　　評価の審査点数の最高得点者が複数いる場合、価格提案書の額が少ないものの順番で1者を特定するものとする。
また、上記に関わらず、合計得点が配点の6割未満の場合（例えば、委員3人の配点合計が300点満点の場合で、応募団体の合計得点が180点未満であった場合）には委託候補者として選定しないものとする。

９　失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
　　・提出書類に虚偽の記載をした場合
　　・提出方法、提出先及び提出期限を守らなかった場合
　　・審査の公平性を害する行為があった場合
　　・本プロポーザルの参加資格要件を満たさない場合
　　・価格提案額が提案上限額を超過している場合
　　・その他、委員会が不適当と認めた場合

１０　契約について
（１）参加表明が1者の場合
　　　参加者が１者の場合でも、本プロポーザルは成立するものとする。
（２）費用負担
　　　本実施要領に基づく全ての手続きに関しては、応募者は自らの責任と費用負担によりこれを行う。
（３）使用言語
　　　使用する言語、通貨及び単位は日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法に定める単位とする。
（４）著作権
　　　提案参加者が提出した提案書類の著作権は、提案参加者に帰属する。ただし、協議会が公募型プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。なお、提案参加者が提出した提案書類の返却は行わない。

【問合せ先及び書類提出先】 
　みやき町子育て福祉課子育て支援担当
〒８４９－０１０１佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀１０４３番地
TEL：０９４２－９４－５７２４
e-mail：kosodatefukushi@town.miyaki.lg.jp


（様式第１号）

プロポーザル参加申込書
令和　　年　　月　　日
みやき町長　岡　　毅　様
(申請者)
　　法人名
　　所在地
代表者職氏名　　　　　　　　　印

　「みやき町児童育成支援拠点事業業務委託」に係る公募型プロポーザルに参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。
　
＜添付書類＞
	番号
	書　類　名
	様式等

	①
	プロポーザル参加申込書
	様式第１号

	②
	法人の登記事項証明書
	登記所が
発行するもの

	③
	当該法人の定款又は寄附行為の写し、規約その他これらに準ずる書類
	任意様式

	④
	法人の概要
	様式第２号

	⑤
	役員の氏名・住所一覧表
	様式第３号

	⑥
	組織の運営体制に関する書類（組織図など）
	任意様式

	⑦
	決算に関する次に示す書類（直近２か年度分：設立１年未満は１か年分）
■法人のうち特定非営利活動法人以外の法人
ⅰ）貸借対照表又はこれに準ずる書類
ⅱ）損益計算書又はこれに準ずる書類
※「販売費及び一般管理費」も添付すること
ⅲ）事業報告書又はこれに準ずる書類
■法人のうち特定非営利活動法人
ⅰ）財産目録　ⅱ）貸借対照表　ⅲ）活動計算書
	任意様式

	⑧
	誓約書兼照会承諾書
	様式第４号




（様式第２号）
法　人　の  概  要

（令和　　年　月　　日現在）　
	法人名
	（ふりがな）

	代表者職氏名
	

	所　 在 　地
	 〒
	電話番号
	

	設立年月日
	年　　　月
	従業員数
	        人　

	資本金又は
基本財産
	

	沿　　　　革
	

	業務内容
	

	主な実績
	

	資格の種類
及び人数
	

	保険等の加入
状況
	  雇用保険への加入                ：有・無
  健康保険及び厚生年金保険への加入：有・無
  法定労働災害補償制度への加入    ：有・無

	財政状況
（直近２年間について記入してください。）
【単位：千円】
	区　　分
	令和６年度
	令和７年度

	
	総収益(収入)
	
	

	
	総費用(支出)
	
	

	
	経常損益(収支）
	
	

	
	負債の部
	
	

	
	純資産の部
	
	

	
	総資産
	
	

	連絡担当者
	 【氏名】                  【所属】
 【電話】                  【E-mail】


※1　代表者・構成者の該当する欄に○印を付けてください。


（様式第３号）
役員の氏名・住所等一覧表

	団体名称
	


	所在地
	


	№
	役職
	氏名
	フリガナ
	性別
	生年月日
	現住所

	例
	会長
	佐賀　三養基
	サガ　ミヤキ
	男
	S
	40
	1
	1
	佐賀県三養基郡みやき町大字〇〇〇〇番地

	１
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	２
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	４
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	５
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	６
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	７
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	８
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	９
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	




※記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
※氏と名の間は、一文字スペースを挿入してください。


（様式第４号）

誓約書兼照会承諾書

令和　　年　　月　　日
みやき町長　岡　　毅　様
(申請者)
法 人 名　
所 在 地　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　印

「みやき町児童育成支援拠点事業業務委託」に係る公募型プロポーザルの参加申込書及び添付書類の全ての記載事項について事実と相違ないこと、及び下記に示す必要な全ての資格要件を有していることを誓約します。
また、虚偽の事項があった場合には、いかなる措置を受けても異議ありません。
なお、役員の氏名・住所等一覧表（様式第３号）に記載した者が佐賀県警察本部又は、みやき町を所管する警察署に照会することについて承諾します。

記

１　自己又は自社の役員が、次のいずれにも該当する者ではありません。
（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
（２）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
（３）自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしているもの
（４）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの
（５）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
（６）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらの者を利用しているもの

２　１の（１）から（６）までに掲げるものが、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。


（様式第５号）
企画提案書

令和　　年　　月　　日
みやき町長　岡　　毅　様
(申請者)
法 人 名　
所 在 地　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　印


みやき町が実施する「みやき町児童育成支援拠点事業業務委託」に応募したいので、「児童育成支援拠点事業業務委託公募型プロポーザル募集要領」に基づき下記書類を添えて提案書を提出します。


記


１．企画書（自由様式。ただし、A4版の両面で１０頁以内とする。）




（様式第６号）
価格提案書

　みやき町児童育成支援拠点事業業務委託企画提案に下記の金額にて応募いたします。

令和　　年　　月　　日

提案見積額
	千
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円


　　　　　　※提案見積額は消費税相当額を含む金額を記載し提出してください。
　　　　　　


(提出者)
　　法人名
　　所在地
　　代表者　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名

　※金額は算用数字で記載してください。
　※提案見積内訳書を作成し、本提案見積書と同封の上、提出してください。


（様式第７号）
質問メール添付票

令和 　年　　月　　日

送信先：みやき町　子育て福祉課　
E-mail：kosodatefukushi@town.miyaki.lg.jp

	質 問 書

	件　名
	みやき町児童育成支援拠点事業業務委託

	法人住所
	〒


	法人の名称
	

	代表者名
	

	担当者
	

	連絡先
	TEL
	FAX

	
	E-mail

	質問項目
	実施要領　　　　ページ　　　　行目
仕様書　　　　ページ　　　　行目
その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	質問内容
	





（様式第８号）

参加辞退届


令和　　年　　月　　日
みやき町長　岡　　毅　様
(申請者)
法 人 名　
所 在 地　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　印


　令和　　年　　月　　日付けで参加の申込みを行った「みやき町児童育成支援拠点事業業務委託」に係る公募型プロポーザルについて、次の理由により参加を辞退します。



（辞退理由）




